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９月補正予算において斐川町編入に伴う合併関連予算などを計上し
ました。合併関連以外の予算も含めた予算規模は次のとおりです。

　　　 総額82億2,619万円の増額補正
　　　 （補正後の総額は769億5,719万円）

　　　 総額50億7,733万円の増額補正
　　　 （補正後の総額は446億9,544万円）

　10月3日、斐川支所の開庁式が
行われ、斐川地域の振興を担う支
所としての業務を始めることとな
りました。
　式では、長岡秀人市長、宮本享
市議会議長、長廻利行市議会副議
長がテープカットを行い、開庁を
祝いました。

～９月補正予算の概要～
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10月30日（日）は、旧斐川町の区域を選挙区とする市議
会議員増員選挙の投票日です。増員される議員の定数は
6人で、告示日（立候補届出日）は 10月23日（日）です。

投票日

午前7時～午後8時

10月30日

投票できる人

期日前投票

不在者投票

次の①～③のすべてに該当する人が投票できます。
　① 平成3年10月31日までに生まれた人
　② 平成23年7月22日までに出雲市又は斐川町の住民基本台帳に登録され、
　　 引き続き市内に住所を有している人
　③ 旧斐川町の区域の住所で選挙人名簿に登録されている人
　ただし、最近住所を変更した人は、次のとおりとなります。

投票日に都合がつかない人は、
期日前投票ができます。
 ・ 期　間　10月24日（月）～29日（土）
 ・ 時　間　午前8時30分から午後8時まで
 ・ 場　所　斐川文化会館（旧斐川町中央公民館）

① 指定病院等での不在者投票
　指定病院・老人ホーム等に入院・入所の人は、
その施設で不在者投票ができます。事前に施
設の担当者にお問い合わせください。

② 一時滞在地での不在者投票
　出張・旅行等で居住地を不在とし、投票日の
投票や期日前投票ができない人は、滞在地の市
町村で不在者投票ができます。事前に出雲市選
管斐川支局に投票用紙を請求してください。
　なお、不在者投票の期間及び時間は、滞在
地の市町村選管にお問い合わせください。

　投票所一覧　投票時間：午前 7 時から午後 8 時まで

投票区 投票場所 住所

斐川第１投票区 荘原小学校 斐川町神庭273番地

斐川第２投票区 荘原公民館 斐川町荘原3835番地

斐川第３投票区 斐川文化会館 斐川町荘原2166番地1

斐川第４投票区 阿宮公民館 斐川町阿宮2323番地2

斐川第５投票区 出西公民館 斐川町求院965番地

斐川第６投票区 アクティーひかわ 斐川町上直江2469番地

斐川第７投票区 西野小学校 斐川町富村559番地

斐川第８投票区 伊波野公民館 斐川町富村748番地

斐川第９投票区 伊波野保育所 斐川町富村1206番地

斐川第１０投票区 直江公民館 斐川町直江4865番地1

斐川第１１投票区 寿昌園 斐川町直江1870番地2

斐川第１２投票区 久木公民館 斐川町福富2番地13

斐川第１３投票区 出東小学校 斐川町三分市1076番地

斐川第１４投票区 出東公民館 斐川町三分市2060番地1

斐川第１５投票区 瑞穂野菜集荷所 斐川町沖洲1754番地

出雲市議会議員増員選挙
（斐川選挙区）

◆ 問い合わせ ◆
市選挙管理委員会事務局　TEL 21－6559
　　　　　　　斐川支局　TEL 73－9200

日

１. 市外へ転出 投票できません。

２. 出雲市から
　  旧斐川町の区域への転入

出雲市の選挙人名簿に登録されている人で、10月14日までに旧斐川町の区域へ転入又は斐川地
域へ転居された場合は、投票できます。10月15日以降に転居された場合は、投票できません。

３. 旧斐川町の区域から
　  市内の別の地域へ転居

斐川町の選挙人名簿に登録され、引き続き出雲市の選挙人名簿に登録されている人で、
10月15日以降に、旧斐川町の区域以外の地域へ転居された場合は、投票できます。
10月14日までに転居された場合は、投票できません。

４. 旧斐川町の区域内で転居
投票できます。10月14日までに転居された場合は新住所地の投票所で、
10月15日以降に転居された場合は旧住所地の投票所での投票となります。




